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大

洲

市

長

桝

田

興

七
月
三
日
か
ら
四
日
に
お
け
る
梅

雨
前
線
豪
雨
で
被
害
を
受
け
ら
れ
た

皆
様
方
に
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
水
害
に
よ
る

被
害
は
、
床
上
、
床
下
浸
水
七
百
九

十
五
棟
、
被
害
を
受
け
た
田
畑
五
六

O
Cル
と
、
近
年
に
例
を
見
な
い
甚
大

な
損
害
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
救
助
活
動
、
復
旧
活
動
に
際

し
ま
し
で
は
、
民
間
の
皆
様
方
の
ご

協
力
を
賜
わ
り
、

一
名
の
負
傷
者
も

出
ず
活
動
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

大
洲
市
で
は
、
今
回
の
水
害
を
反

省
材
料
と
し
、
防
災
・
援
助
体
制
を

再
検
討
し
て
、
よ
り
充
実
し
た
体
制

を
整
え
、
市
民
の
皆
様
が
安
心
し
て

況
暮
せ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

状
皆
様
も
、
日
常
の
近
所
付
き
合
い
を

比

一
層
大
切
に
さ
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

制
活
動
に
ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
、
心

洲
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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市
の
三
・
七
%
が
浸
水

一

ケ

七

月

三
日
早
朝
か
ら
降
り
始
め
た

噌
雨
は
、
翌
日
四
日
に
か
け
て
、
大
洲

4

盆
地
の
平
野
部
に
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。

四
日
午
前
に
は
、
国
道
五
六
号
大

洲
道
路
十
夜
ヶ
橋
付
近
で
、
車
両
約

百
台
が
あ
ふ
れ
出
し
た
水
に
立
往
生

し
大
混
乱
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

市
内
各
地
で
建
物
へ
の
浸
水
が
相
い

次
ぎ
、
肱
南
、
平
、
新
谷
を
中
心
に

床
上
浸
水
四
百
八
十
八
棟
、
床
下
浸

水
三
百
七
棟
に
も
お
よ
び
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
消
防
署
や
水
防

団
に
よ
る
懸
命
な
救
助
活
動
が
行
わ

れ
、
同
署
や
市
民
か
ら
提
供
の
あ
っ

た
ボ

l
ト
に
よ
り
約
五
百
人
が
救
助

を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
夜
、
公
民
館

な
ど
に
避
難
し
て
宿
泊
し
た
人
は
、

七
十

一
人
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。

五
日
に
は
、
肱
川
の
水
位
も
ほ
ぼ

平
常
に
も
ど
り
、
被
害
を
受
け
た
建

物
の
復
旧
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

八
時
三
十
分
か
ら
始
め
た
消
毒
作
業

は
、
市
職
員
だ
け
で
は
間
に
合
わ
ず
、

午
後
か
ら
は
自
衛
隊
の
協
力
を
得
て

翌
日
六
日
の
午
後
三
時
に
は
、
ほ
ぽ

全
域
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
の
日
か
ら
浸
水
の
被

害
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
畳

や
家
具
な
ど
の
粗
大
ご
み
の
処
理
が

始
ま
り
ま
し
た
。

七
日
に
は
、
県
建
設
業
協
会
喜
多

支
部
中
央
区
会
の
人
た
ち
七
十

一
人

が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
、
水
害
に

よ
り
発
生
し
た
ご
み
処
理
に
協
力
し

て
も
ら
い
、
予
想
以
上
の
成
果
が
上

が
り
ま
し
た
。

こ
の
水
害
に
よ
る
浸
水
面
積
は
、

八
八
五
・
五

m
y
に
お
よ
び
市
全
域
の

約
三
・

七
%
を
占
め
ま
し
た
。
七
月

七
日
現
在
の
ま
と
め
に
よ
る
と
、
農

作
物
の
被
害
面
積
は
、
五
六

o
ny、

二
億
二
千
四
十
万
二
千
円
。
商
工
業

の
被
害
額
は
、
分
っ
て
い
る
も
の
だ

け
で
二
十

一
億
二
千
九
百
二
十
万
円

に
も
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
住

宅
の
被
害
を
加
わ
え
る
と
記
録
的
な

災
害
に
な
り
ま
す
。



災

害

援

護

資

金

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
被

害
を
受
け
た
世
帯
の
生
活
安
定
の
た
め

に
利
用
で
き
ま
す
。
対
象
は
、
床
上
浸

水
世
帯
で
家
財
(
乗
用
車
を
除
く
)
の

価
額
の
三
分
の
一
以
上
の
損
害
を
受
け

た
人
で
す
。

V
貸
付
額
百
五
十
万
円
を
限
度
と
す

る
V
償
還
期
間
十
年
(
初
め
の
三
年
間

は
据
置
期
間
で
無
利
子
)

V
利
子
三
%
(
市
よ
り
二
%
の
利
子

補
給
有
り
)

大
洲
市
で
は
、
梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
る
被

害
の
復
旧
に
伴
う
融
資
制
度
に
つ
い
て
相
談

窓
口
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
災
害
救
助

法
に
基
づ
く
災
害
援
護
資
金
貸
付
金
(
市
よ

り
二
%
の
利
子
補
給
)
の
ほ
か
、
特
に
市
単

独
で
一
%
の
低
利
の
貸
付
制
度
を
創
設
し
被

害
復
旧
の
相
談
に
応
じ
る
も
の
で
す
。
被
災

さ
れ
た
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
(
受
付
期
間
は

三
カ
月
間
)

助成など

い

大
洲
市
豪
雨
被
災
者

特
別
援
護
資
金
(
市
単
独
)

1
%
の
利
子
で

m万
円
限
度

梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
り
被
害
を
受
け

た
人
で
、
自
ら
の
力
で
応
急
復
旧
な
ど

が
困
難
な
人
に
対
し
て
特
別
援
護
資
金

を
・
お
貸
し
し
ま
す
。
対
象
が
一
般
世
帯
、

農
林
漁
業
者
、
商
工
業
者
と
分
か
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
連
帯
保
証
人
や
償
還
方

法
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
相
談
窓
口
へ

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

な
お
、
災
害
援
護
資
金
を
含
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
援
護
資
金
の
重
複
し
た
貸
し

付
け
は
で
き
ま
せ
ん。

さ

区 分 一般世帯 農林漁業者 商工業者

貸イオ利率
1.00% 1.00% 1 .00% 

(据置期間無利子) (据置期間無利子) (据置期間無利子)

償還期間
1 0年 1 0年 1 0年

(据置期聞を含む) (据置期閣を含む) (据置期間を含む)

据置期間 3年 3年 3年

貸借限度額 100万円 100万円 100万円

床上浸水かつ住宅、 被害を受けた農林水産 中小企業者で被害を受

家財に被害を受けたもの 物等の緊急の復旧に要す け、減収額が平年総収入

で、自らの力で応急復旧 る資金の調達が困難なも 額の20%以上となること

若しくは修理出来ない場 ので、減収量が平年農林

貸イ寸基準 合で、制度資金である災 漁業総収穫量の30%以上

害援護資金の貸し位けを となる晃込であるかまた

受けていないもの は、減収額が平年農林漁

業総収入額の20%以上と

なること

資 金の 住宅及び家財(乗用車 イ 農林漁業用機械器具 庖舗、工場、事務所等

使 い方 を除<)の購入賞及ぴ修 等 の施設、設備、車輔、運

繕費 運搬用器具(軽四トラ 搬臭、原材料、商品等の
ック等)、病害虫防除用 購入費及び修繕費

ア農林漁業用施設、整 機具(動力噴霧器等) ウ 農林漁業用資機材等
備 原動機、揚排水用機具

農舎、農作物育成管理 肥料調整散布用機具、 農薬、肥料、種菌、ピ

施設(温室、ビニール 農産物育成管理用機具 二一jレハウス等の支柱

ハウス等)、農作物貯蔵 (ハウス暖房機等)、耕 等の購入費及び修繕費

施設(農業用倉庫等) うん整地用機臭、収穫

かんすい施設、病害虫 調整用機具、農用地改

防除施設、排水施設、 良調整用機具等小農具

農産物乾燥施設、農業 については、多数をセ -
用索道等 ットで購入し相当の金

額になる場合

だ

• 

お
気
軽
に
ご
相
談
を
ノ
.

各種の融資制度

融
資
に
関
す
る

相
談
窓
口
を
設
置

く

梅
同
前
線
豪
雨
災
害
に
よ
り
、
住
宅

や
家
財
、
農
林
漁
業
、
商
工
業
な
ど
に

被
害
を
受
け
た
人
に
対
す
る
援
護
資
金

な
ど
の
貸
し
付
け
や
相
談
を
行
う
窓
口

を
設
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

【
場
所
】

大
洲
市
役
所
一
階
ロ
ビ

l

【
期
間
】
七
月
二
十
日
附
か
ら
し
ば

ら
く
の
間
(
土
・
日
を
除
く
)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

{
主
な
相
談
内
容
】

大
洲
市
豪
同
被
災
者
特
別
援
護
資
金
、

災
害
援
護
資
金
に
つ
い
て
の
融
資
制
度

の
相
談
な
ど
。

用利
、，除、、，

※
詳
し
く
は
同
相
談
窓
口
へ

宮
⑪
2
1
1
1
(
内
線
1
9
6

〈



梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
り
被
害
を
受
け

た
人
に
、
園
、
県
、
市
税
の
減
免
や
徴

収
の
猶
予
を
行
い
ま
す
。

国

手見

V
申
告
や
申
請
な
ど
の
期
限
延
長

被
害
を
受
け
た
人
は
、
税
務
署
に
出

す
申
告
書
や
申
請
書
、
そ
の
ほ
か
届
出

書
類
や
、
税
金
を
納
め
る
こ
と
が
期
限

内
に
で
き
な
い
と
き
に
は
、
災
害
の
や

ん
だ
日
よ
り
二
カ
月
ま
で
期
限
の
延
長

が
で
き
ま
す
。

V
納
税
の
猶
予

災
害
に
よ
り
相
当
の
損
失
を
受
け
た

場
合
、
税
務
署
に
申
請
を
す
る
こ
と
に

よ
り
納
税
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

V
所
得
税
の
軽
減
・
免
除

災
害
に
よ
り
住
宅
や
家
財
に
損
害
を

受
け
た
場
合
、
①
雑
損
控
除
に
よ
る
方

法
と
②
災
害
減
免
法
に
よ
る
方
法
の
ど

ち
ら
か
有
利
な
方
法
に
よ
り
減
免
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

V
事
業
用
資
産
の
損
害
が
あ
る
場
合

商
工
業
者
の
商
品
や
原
材
料
な
ど
の

た
な
卸
資
産
、
庖
舗
、
工
場
、
倉
庫
、

機
械
設
備
な
ど
に
受
け
た
損
害
額
は
、

事
業
所
得
を
計
算
す
る
場
合
に
必
要
経

費
と
な
り
ま
す
。

V
給
与
所
得
者
(
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
)
の

場
合

源
泉
所
得
税
の
徴
収
猶
予
や
、
今
年

に
な
っ
て
納
付
し
た
源
泉
所
得
税
額
の

還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

V
相
続
財
産
な
ど
に
つ
い
て
災
害
を
受

け
た
場
合

相
続
税
な
ど
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
大
洲
税
務
署
ま
で
。

合
⑫
3
1
1
5

〔県

手見

V
申
告
や
申
請
な
ど
の
期
限
延
長

a

被
害
を
受
け
た
日
以
後
、
県
税
の
申

告
書
な
ど
の
書
類
の
提
出
、
納
付
あ
る

い
は
納
入
が
期
限
ま
で
に
で
き
な
い
場

合
に
は
、
二
カ
月
ま
で
期
限
の
延
長
が

で
き
ま
す
。

V
徴
収
の
猶
予

被
害
に
よ
り
納
付
な
ど
が
困
難
な
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
納
税
の
猶
予
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

-v
減
免

・
個
人
事
業
税

資
産
の
被
害
に
よ

る
損
失
額
が
被
害
を
受
け
た
直
前

の
資
産
総
額
の
三
分
の
一
以
上

-
不
動
産
取
得
税

①
災
害
で
滅
失

ま
た
は
損
か
い
し
た
不
動
産
に
代

わ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
不
動
産

の
取
得
②
取
得
後
六
カ
月
以
内

に
災
害
で
滅
失
ま
た
は
損
か
い
し

た
場
合
の
不
動
産
の
取
得

・
自
動
車
取
得
税
取
得
後
二
カ
月

以
内
に
災
害
で
被
害
を
受
け
て
廃

車
し
た
自
動
車
の
取
得
税

※
詳
し
く
は
八
幡
浜
地
方
局
課
税
課
及

び
納
税
課
ま
で

8
0
8
9
4
⑫
4
1
1
1
 

市

手見

被
害
を
受
け
た
人
で
、
次
の
よ
う
な

場
合
は
、
減
免
及
び
徴
収
猶
予
の
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
調
査
の
う

え
、
被
害
状
況
に
応
じ
て
個
人
住
民
税

な
ど
が
軽
減

・
免
除
及
び
徴
収
猶
予
さ

れ
ま
す
。

'v
市
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

・
個
人
住
民
税

住
宅
が
床
上
浸
水
し

家
財
な
ど
に
多
大
の
被
害
を
受
け
、

し
か
も
平
成
六
年
中
の
所
得
が
千
万

円
以
下
の
人
。
ま
た
、
災
害
で
損
失

を
生
じ
た
場
合
、
平
成
八
年
度
の
雑

損
控
除
の
控
除
対
象
に
な
り
ま
す
の

で
、
領
収
書
な
ど
を
保
管
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。
(
総
所
得
金
額
の
十

分
の
一
を
超
え
る
金
額
)

-
固
定
資
産
税

家
屋
の
全
壊
、
流
出
、

埋
没
、
床
上
浸
水
で
大
規
模
な
修
理

を
必
要
と
す
る
人

-
国
民
健
康
保
険
税

住
宅
が
床
上
浸

水
し
家
財
な
ど
に
多
大
の
被
害
を
受

け
、
し
か
も
平
成
六
年
中
の
所
得
、
が
、

千
万
円
以
下
の
場
合

V
徴
収
猶
予

住
宅
や
家
財
、
農
作
物
な
ど
に
被
害

を
受
け
納
税
が
困
難
な
人
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
市
役
所
税
務
課
市
民
税
係

ま
た
は
固
定
資
産
税
係
ま
で
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

宮
⑫

2
1
1
1
(内
線
1
2
8
・
1
2
6
)

こ
の
ほ
か
に
も
各
種
融
資
制
度
が
あ
り
ま
す

般
個
人
向
け

V
伊
予
銀
行

〈
特
別
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

ロ
l
ン〉

限
度
額
五
百
万
円
/
金
利
三

・
一
%
/返
済
十
年
以
内
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具
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V
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金
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で
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ま
す

V
住
宅
金
融
公
庫
四
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害
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建
設
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購
入
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以
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補
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十
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の
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害
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受
け
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場
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限
る
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い
合
わ
せ
先
8
0
8

7

8
⑫
0
5
1
1
 

農
林
漁
業
者
向
け

V
農
業
近
代
化
資
金

金
利
六

・
O
M
m

(
こ
の
う
ち
四
・

一
%
を
利
子
補
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間
十
五
年

(据
置
期
間
一
施

設
三
年
、
果
樹
植
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融
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設
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十
万
円
/
資

金
使
途

一
災
害
に
よ
る
収
入
滅
に
よ
り
、

必
要
な
営
農
資
金
以
外
の
生
活
資
金

(
未
収
金
、
負
債
の
返
済
資
金
を
除
く
)

V
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車
購
入
資
金
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利
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・
五
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償
還
期
間
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年
/
貸
付
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資
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途
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近
代
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資
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な
ら
な
い
自
動
車
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入
費

※
以
上
の
問
い
合
わ
せ
は
、

J
A
大
洲

会
⑮
4
1
8
1
ま
で
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中
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(
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)
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額
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一
運
転
十
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(
三

年
据
置
)、設
備
二
十
年

(三
年
据
置
)

/
限
度
額
一
直
接
貸
付
は
必
要
に
応
じ

て、

代
理
貸
付
四
百
万
円
以
上
は
、

商
工
会
議
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
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こ
の
ほ
か
、

中
小
企
業
経
営
安
定
資

金
、
小
売
業
者
庖
舗
改
装
資
金
、
中
小

企
業
体
質
強
化
資
金
、
大
洲
市
中
小
企

業
援
興
資
金
、
民
間
金
融
機
関

(市
内

銀
行
及
び
信
用
金
庫
)
等
も
あ
り
ま
す
。
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号外お お ず ，95 国墾

年月日
水位 流量

原 悶 被 害 状 況(m) (m'/S) 

昭和18年7月24日 8.60 4.807 低気圧 死傷者131人、流出家屋554戸(非住家含む)

不連続線 全壊家屋396戸(非住家含む)、田畑流出-埋没

1.627町歩、床上浸水6.940戸 (非住家含む)、

堤防決壊破損59力所、道路258力所、橋梁13
力所、砂防38力所

昭和20年9月18日 8.79 5.000 枕崎台風 死傷者152人、流出家屋388戸、全壊家屋

. 1.634戸、田畑流出-埋没698町歩、床上浸水

7.229戸、床下浸水2.686戸、河川33力所、道

路820ヵ所、橋梁163力所

昭和21年7月29日 5.46 2.188 台風 9号

昭和22年7月9日 6.09 2.635 
昭和23年8月26日 5.30 2.081 
昭和25年9月14日 6.24 2.747 キジア台風

昭和26年7月14日 5.24 2.042 
昭和28年6月29日 5.58 2.270 
昭和29年9月14日 6.85 3.228 台 風 12号

昭和35年6月22日 4.84 2.125 梅雨削線

昭和38年8月10日 5.00 2.261 台風 9号

昭和40年9月17日 5.60 3.071 台風 24号

昭和42年7月10日 4.00 1.868 豪 雨 浸水農地210ha、宅地その他203ha、床上浸

水家屋176棟、床下浸水家屋531棟
昭和43年7月28 4.20 2.132 台風 10号 浸水農地598ha、宅地 ・その他349ha、床上浸

梅雨前線 水家屋488棟、床下浸水家屋上746棟
昭和44年7月28 3.69 1.662 梅 雨 別 線 浸水農地130ha、宅地・その他0.2ha、床上浸

水家屋18棟
昭和45年8月21日 5.50 3.203 台風9・10号 浸水農地522ha、宅地 ーその他543ha、床上浸

水家屋45様
昭和51年9月11日 4.75 2.151 台風 17号 浸水農地14ha、宅地・その他4ha、床上浸水

家屋 1棟、床下浸水家屋24棟
昭和55年7月28 4.56 2.279 梅雨則線

昭和57年7月15日 3.84 1.537 悔雨円リ線

昭和57年7月24日 4.45 2.137 梅雨削線 浸水農地180ha、宅地・その他10ha、床上浸

水家屋 2棟、床下浸水家屋88棟
昭和57年8月27日 5.41 2.774 台風 13号 浸水農地726ha、宅地 ・その他41ha床上浸水

家屋26棟、床下浸水家屋88棟
昭和57年9月25日 4.20 1.962 台風 19号

昭和62年7月18日 5.30 2.560 梅雨剛線 浸水農地194ha、床上浸水家屋29棟、床下浸水

家屋45棟
昭和63年6月25日 5.21 2.442 梅雨円リ線 浸水農地96ha、宅地・その他15ha、床上浸水

台風 4号 家屋23棟、床下浸水家屋110棟
平成冗年8月26日 4.08 1.649 台風 17号

平成冗年9月19日 4.86 2.269 台風 22号

l 平成2年9月19日 4.54 1.630 台風 19号

|平成5年7月28日 5.31 2.481 台風 5号 床上浸水家屋5棟、床下浸水家屋16棟
平成 5年9月4日 5.21 2.382 台風 13号 床上浸水家屋18棟、床下浸水家屋40棟
平成7年7月4日 5.83 約3.100 淘雨則線 浸水農地560ha、宅地・その他325ha、床上浸

水家屋488棟、床下浸水家屋307棟

水つ
-圃，
、ー肱川の主な母

な
る
川

「肱
川
」
は
、
太
古

よ
り
私
た
ち
に
恵
を
与
え
て
く
れ

ま
す
が
、
そ
れ
は
常
に
水
害
と
と

も
に
あ

っ
た
の
で
す
。
昭
和
十
八

年
以
降
の
主
な
こ
う
水
を
ま
と
め

て
み
ま
し
た
。
今
回
の
水
害
は
、

そ
の
流
量
か
ら
昭
和
四
十
五
年
以

来
二
十
五
年
ぶ
り
の
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

梅雨前線豪雨災害カメラスケ ッチ

企被災した建物が多かった松ヶ花 ・徳森地区

企肱南地区でも多くの床上浸水がありました

髄翠密組醐輔:~
九〈ー

企100台程の車が水に浸った大洲道路

1 iI~ _ r """"'I!UIIIIII剛l酬I

※建設省四国地方建設局大洲工事事務所「みんなの肱川」平成 6年8月31日発行より

(平成 7年7月4日の記録は広報おおずで、加筆)
...山道ではじん速に復旧作業が…

(7月4日13時30分頃新谷中久保地区)
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こ
の
人
に
聞
く

録
画

欝

ん

私
場
霧
滅
私
幽即

関
知

刑

問
噌
切
ら戸
令
市川
一
二

割
矧
在

ι

ム
ィバ，J
L
j
喝
(oh

二

円
μ

休

E像
装

私
慾
総
盤闘

勝

地

鳴

{

欄

闘

酎

菊

昭
和
四
十
五
年
か
ら
自
衛
隊
に
入
隊

し
ま
し
た
。
香
川
県
や
茨
木
県
、
京
都

府
な
ど
で
勤
務
し
て
、

A
7
は
松
山
の
特

科
大
隊
教
育
隊
長
に
就
い
て
い
ま
す
。

P
K
O
の
カ

ン
ボ
ジ
ア
派
遣
に
も
参
加

し
ま
し
た
。
南
久
米
の
黒
木
か
ら
松
山

へ
通
勤
し
て
い
ま
す
が
、
七
月
四
日
の

朝
六
時
三
十
分
頃
大
洲
道
路
を
通
り
ま

し
た
。
自
衛
隊
の
出
動
も
あ
る
か
も
知

れ
な
い
ぞ
と
少
し
だ
け
思
い
ま
し
た
が
、

ま
さ
か
本
当
に
自
分
た
ち
が
救
援
活
動

に
携
わ
る
と
は
・
:
。
松
ヶ
花
付
近
で
は
、

被
災
さ
れ
た
人
が
後
片
付
け
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
表
情
は
と
て
も
悲

し
そ
う
で
し
た
。
伝
染
病
な
ど
が
発
生

し
な
い
よ
う
に
、
自
衛
隊
に
要
請
さ
れ

た
消
毒
作
業
を
じ
ん
速
に
行
い
た
い
と

思
い
ま
す
。
今
回
の
水
害
で
被
害
を
被

ら
れ
た
皆
さ
ん
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

被
災
さ
れ
た
皆
さ
ん
へ

あ
な
た
の
善
意
を

梅
雨
前
線
豪
雨
で
被
害
を
受
け
ら
れ

た
皆
さ
ん

へ
、
あ
な
た
の
善
意
を
・お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

【義
援
金
】
郵
便
局
口
座
「
0
1
6

3
0
・
6

・
1
9
6
6
大
洲
市
災
害
対

策
本
部
」

※
八
月
四
日
ま
で
取
り
扱
い
ま
す
。

今
回
の
梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
る
災
害
で

全
国
の
皆
さ
ん
か
ら
暖
か
い
善
意
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

大

洲

市
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